
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔別添資料４－７,４－８〕 

駐車場条例・同施行規則 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年７月 

大 阪 市 建 設 局 



1/8 

○大阪市立駐車場条例 

昭和40年７月１日 

条例第63号 

改正 昭和41年３月10日条例第８号 

昭和46年３月25日条例第13号 

昭和48年８月31日条例第17号 

昭和49年４月１日条例第42号 

昭和49年６月20日条例第58号 

昭和52年４月１日条例第26号 

昭和54年３月13日条例第15号 

昭和63年４月１日条例第29号 

昭和63年11月８日条例第51号 

平成元年４月１日条例第26号 

平成４年４月１日条例第41号 

平成７年３月16日条例第25号 

平成９年４月１日条例第34号 

平成10年４月１日条例第30号 

平成11年３月17日条例第24号 

平成13年４月１日条例第51号 

平成17年10月19日条例第147号 

平成18年11月９日条例第96号 

平成21年９月18日条例第99号 

平成23年２月18日条例第８号 

平成25年12月２日条例第135号 

平成26年３月４日条例第23号 

大阪市立駐車場条例を公布する。 

大阪市立駐車場条例 

（路外駐車場の設置） 

第１条 本市に、駐車場法（昭和32年法律第106号）の規定による路外駐車場（以下「路外

駐車場」という。）を設置し、その名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

大阪市立法円坂駐車場 大阪市中央区法円坂2丁目 

大阪市立西横堀駐車場 大阪市西区京町堀1丁目 

大阪市立十三駐車場 大阪市淀川区新北野1丁目 

大阪市立新大阪駅南駐車場 大阪市淀川区西中島5丁目 

大阪市立新大阪駅南第2駐車場 大阪市淀川区西中島5丁目 

（自動車駐車場の設置） 

第２条 本市に、道路法（昭和27年法律第180号）第２条第２項に規定する道路の附属物で

ある自動車駐車場（以下「自動車駐車場」という。）を設置し、その名称及び位置は、

次のとおりとする。 

名称 位置 

大阪市立扇町通地下駐車場 大阪市北区扇町1丁目 

大阪市立大阪駅前地下駐車場 大阪市北区梅田1丁目 

大阪市立豊崎地下駐車場 大阪市北区豊崎3丁目 

大阪市立安土町地下駐車場 大阪市中央区安土町3丁目 

大阪市立谷町筋地下駐車場 大阪市中央区谷町2丁目 
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大阪市立長堀通地下駐車場 大阪市中央区南船場2丁目 

大阪市立東長堀地下駐車場 大阪市中央区南船場1丁目 

大阪市立東長堀バス駐車場 大阪市中央区南船場1丁目 

大阪市立靱地下駐車場 大阪市西区靱本町2丁目 

大阪市立土佐堀地下駐車場 大阪市西区土佐堀1丁目 

大阪市立長堀バス駐車場 大阪市西区新町1丁目 

大阪市立本町地下駐車場 大阪市西区靱本町1丁目 

大阪市立上汐地下駐車場 大阪市天王寺区上汐4丁目 

大阪市立塩草地下駐車場 大阪市浪速区塩草1丁目 

大阪市立宮原地下駐車場 大阪市淀川区宮原3丁目 

大阪市立長居公園地下駐車場 大阪市東住吉区長居公園 

（供用日等） 

第３条 路外駐車場及び自動車駐車場（以下「市立駐車場」という。）の供用日は１月１

日から12月31日までとし、供用時間は午前０時から午後12時までとする。 

２ 市立駐車場の入庫及び出庫の受付日及び受付時間は、第13条の規定により市立駐車場

の管理を行うもの（以下「指定管理者」という。）があらかじめ市長の承認を得て定め

る。これらを変更しようとするときも、同様とする。 

３ 前２項の規定にかかわらず、指定管理者は、市立駐車場の設備の補修、点検若しくは

整備、天災その他やむを得ない事由があるとき又は市立駐車場の効用を発揮するため必

要があるときは、あらかじめ市長の承認を得て、第１項の規定による供用日若しくは供

用時間又は前項の規定による受付日若しくは受付時間を変更することができる。 

４ 市長は、前２項の承認を行ったときは、速やかに当該承認を行った内容を公告するも

のとする。 

（行為の禁止） 

第４条 市立駐車場においては、次に掲げる行為をしてはならない。 

(1) 自動車（次条第１項に規定する自動車をいう。次号において同じ。）の駐車を妨げ

ること 

(2) 駐車している自動車を汚損し、又はき損するおそれのある行為を行うこと 

(3) みだりに火気を使用し、又は騒音を発すること 

(4) 飲食物その他の物品を販売し、又は頒布すること（道路法その他の法律の規定によ

る市長の許可を受けたものを除く。） 

(5) 前各号に掲げるもののほか、市立駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為 

（駐車の制限） 

第５条 自動車（道路運送車両法施行規則（昭和26年運輸省令第74号）第１条第２項に規

定する第二種原動機付自転車並びに同規則別表第１に掲げる普通自動車、小型自動車及

び軽自動車をいう。以下同じ。）以外のものは、市立駐車場に駐車することができない。 

２ 市立駐車場に自動車を駐車する者（以下「使用者」という。）は、次項の規定による

場合及び次条第６項の定期駐車券の通用期間内に駐車する場合を除くほか、引き続き７

日を超えて１の自動車を市立駐車場に駐車してはならない。 

３ 前項の日数を超えて引き続き１の自動車を市立駐車場に駐車しようとする者は、市規

則で定めるところにより、指定管理者にその旨を届け出て、指定管理者の承認を受けな

ければならない。この場合において、指定管理者は、30日を超える期間の駐車を承認し

てはならない。 

４ 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、市立駐車場への入庫を断り、

又は市立駐車場からの出庫を命ずることができる。 

(1) 市立駐車場の構造上駐車させることができないとき 
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(2) 市立駐車場の構造又は設備を損傷するおそれがあるとき 

(3) 危険物を積載しているとき 

(4) その他管理上支障があるとき 

（利用料金） 

第６条 市長は、指定管理者に市立駐車場の利用に係る利用料金（次項に規定する一時駐

車料金並びに第４項に規定する普通回数券、第５項に規定するバス回数券及び第６項に

規定する定期駐車券の料金をいう。以下同じ。）を当該指定管理者の収入として収受さ

せるものとする。 

２ 使用者は、自動車の出庫の際、指定管理者に一時駐車料金を支払わなければならない。

ただし、第６項の定期駐車券の通用期間が満了するまでの間の出庫にあっては、この限

りでない。 

３ 一時駐車料金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額の範囲内に

おいて、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。一時駐車料金の額を変更し

ようとするときも同様とする。 

(1) 大阪市立東長堀バス駐車場及び大阪市立長堀バス駐車場（以下これらを「バス駐車

場」という。）以外の市立駐車場 駐車時間30分までごとに350円 

(2) バス駐車場 駐車時間30分までごとに1,000円（路線定期運行（道路運送法（昭和26

年法律第183号）第５条第１項第３号に規定する路線定期運行をいう。）を行う一般乗

合旅客自動車運送事業（同法第３条第１号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業

をいう。）に係る停留所として利用する場合にあっては、１回につき4,000円） 

４ 指定管理者（バス駐車場の指定管理者を除く。）は、１の市立駐車場の利用に限り一

時駐車料金の支払に代えて使用することができる回数券（以下「普通回数券」という。）

を発行することができる。 

５ バス駐車場の指定管理者は、バス駐車場の利用について一時駐車料金の支払に代えて

共通して使用することができる回数券（以下「バス回数券」という。）を発行すること

ができる。 

６ 指定管理者は、通用期間が１年以内で１の市立駐車場の定期利用に使用することがで

きる定期駐車券を発行することができる。 

７ 定期駐車券（バス駐車場の定期駐車券を除く。）は、市規則で定める場合を除き、特

定の自動車以外の自動車に係る市立駐車場の利用に使用することができない。 

８ 普通回数券、バス回数券又は定期駐車券の発行を受けようとする者は、その発行の際、

次項に規定する料金を指定管理者に支払わなければならない。 

９ 普通回数券、バス回数券及び定期駐車券の料金の額は、次に掲げる金額の範囲内にお

いて、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。これらを変更しようとすると

きも同様とする。 

(1) 普通回数券 一時駐車料金の額に11分の10を乗じて得た額 

(2) バス回数券 一時駐車料金の額に10分の９を乗じて得た額 

(3) 定期駐車券 １月当たり47,250円（バス駐車場の定期駐車券にあっては、１月当た

り240,000円） 

10 市長は、第３項又は前項の承認を行ったときは、速やかに当該承認を行った利用料金

の額を公告するものとする。 

（共通回数券の発行等） 

第７条 市長は、市立駐車場（バス駐車場を除く。）及び本市と協定を締結した者が経営

する駐車場の利用について共通して使用することができる回数券（以下「共通回数券」

という。）を発行することができる。 

２ 市長は、前項に規定する本市と協定を締結した者が経営する駐車場の名称及び位置を
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公告するものとする。 

３ 共通回数券の発行を受けようとする者は、その発行の際、別表に規定する料金を市長

に納付しなければならない。 

４ 使用者は、一時駐車料金の支払に代えて共通回数券を使用することができる。 

（料金の減免） 

第８条 指定管理者は、次に掲げる自動車の駐車に係る一時駐車料金を免除することがで

きる。 

(1) 国又は地方公共団体の職員が災害復旧、防疫活動その他緊急を要する業務を行うた

めに使用する自動車 

(2) 市立駐車場の維持管理に必要な工事のために使用される自動車 

２ 指定管理者（バス駐車場の指定管理者を除く。）は、身体障害者福祉法（昭和24年法

律第283号）第15条第４項の規定による身体障害者手帳（以下「身体障害者手帳」という。）

の交付を受けている者（保護者が身体障害者手帳の交付を受けている場合にあっては、

本人）、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和25年法律第123号）第45条第２

項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者その他これらに類する者

で市規則で定めるものの移動のための自動車の駐車に係る一時駐車料金の額の５割に相

当する額（その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額）を減額するこ

とができる。 

３ 前２項に定めるもののほか、指定管理者は、市長が公益上の必要その他特別の事由が

あると認める場合には、利用料金を減額し、又は免除することができる。 

（料金の還付） 

第９条 既納の一時駐車料金及び定期駐車券の料金は、還付しない。ただし、指定管理者

は、次の各号のいずれかに該当するときは、市規則で定めるところにより、既納の定期

駐車券の料金の全部又は一部を還付することができる。 

(1) 定期駐車券の発行を受けた者がその通用期間が満了する前に当該定期駐車券の料金

の還付を申し出た場合において、指定管理者がその理由を相当と認めたとき 

(2) その他市長が特別の事由があると認めるとき 

２ 既納の普通回数券、バス回数券及び共通回数券の料金は、還付しない。ただし、指定

管理者又は市長は、特別の事由があると市長が認めるときは、その全部又は一部を還付

することができる。 

（割増金） 

第10条 指定管理者は、不正の行為によって利用料金の支払を免れた者については、その

免れた利用料金のほか、その額の２倍に相当する額の割増金を徴収する。 

（事故等に対する措置） 

第11条 指定管理者は、市立駐車場内で事故が発生し、又は発生するおそれがあるときそ

の他市立駐車場の管理上やむを得ない必要があるときは、自動車の移動その他必要な措

置を講ずることができる。 

（引取りの請求等） 

第12条 市長は、第５条第２項の規定に違反し、又は同条第３項の規定により承認を受け

た期間を超えて市立駐車場に駐車されている自動車があるときは、当該自動車の所有者

又は当該自動車に係る使用者（以下「所有者等」という。）に対し、相当の期間を定め

て当該駐車に係る一時駐車料金に相当する額の支払及び当該自動車の引取りを請求する

ことができる。 

２ 市長及び指定管理者は、前項の請求を行うために必要な限度において、市立駐車場に

駐車されている自動車について、必要な調査を行うことができる。 

３ 市長は、前項の調査を行ったにもかかわらず、所有者等を確知することができないと
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き又は所有者等の住所若しくは居所が不明であるときは、公告、市立駐車場内での掲示

その他の方法により、第１項の請求をすることができる。 

（管理の代行） 

第13条 市立駐車場の管理については、地方自治法（昭和22年法律第67号。以下「法」と

いう。）第244条の２第３項の規定により、法人その他の団体（以下「法人等」という。）

であって市長が指定するものに行わせる。 

（指定申請の公告） 

第14条 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を公

告するものとする。 

(1) 市立駐車場の名称及び所在地 

(2) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲 

(3) 指定管理者の指定を行おうとする期間 

(4) 指定管理者の指定の申請（以下「指定申請」という。）をする法人等に必要な資格 

(5) 前各号に掲げるもののほか、市規則で定める事項 

（指定申請） 

第15条 指定管理者の指定を受けようとする法人等は、市規則で定めるところにより、市

立駐車場の管理に関する事業計画書その他市規則で定める書類を添付した指定管理者指

定申請書を市長に提出しなければならない。 

（欠格条項） 

第16条 次の各号のいずれかに該当する法人等は、指定管理者の指定を受けることができ

ない。 

(1) 破産者で復権を得ないもの 

(2) 法第244条の２第11項の規定により本市又は他の地方公共団体から指定を取り消さ

れ、その取消しの日から２年を経過しないもの 

(3) その役員（法人でない団体で代表者又は管理人の定めがあるものの代表者又は管理

人を含む。）のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの 

ア 第１号に該当する者 

イ 禁錮
こ

以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなっ

た日から２年を経過しない者 

ウ 公務員で懲戒免職の処分を受け、その処分の日から２年を経過しない者 

（指定管理予定者の選定） 

第17条 市長は、第15条の規定による指定申請の内容を次に掲げる基準に照らして総合的

に考慮し、最も適当であると認められる内容の指定申請をした法人等を、指定管理者の

指定を受けるべきもの（以下「指定管理予定者」という。）として選定するものとする。 

(1) 住民の平等な利用が確保されること 

(2) 市立駐車場の効用を最大限に発揮するとともに、市立駐車場の管理経費の縮減が図

られるものであること 

(3) 市立駐車場の管理の業務を安定的に行うために必要な経理的基礎及び技術的能力を

有すること 

(4) 前３号に掲げるもののほか、市立駐車場の適正な管理に支障を及ぼすおそれがない

こと 

（指定管理予定者の選定手続の特例） 

第18条 市長は、指定管理者で会社（会社法（平成17年法律第86号）第２条第１号に規定

する会社をいう。以下同じ。）であるものが同法第757条前段の規定により吸収分割をす

る場合において、当該会社が法第244条の２第11項の規定により指定管理者の指定を取り

消されることにより当該会社が受けた指定の期間中に新たな指定管理者の指定が必要と
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なるときであって、当該吸収分割に係る事情等を考慮して特に必要があると認めるとき

は、第14条の規定にかかわらず、当該吸収分割に係る会社法第757条後段の吸収分割承継

会社となるものを指名し、当該吸収分割承継会社となるものに対し、その旨を通知する

ことができる。 

２ 前項に規定する場合において、その指定に係る法第244条の２第５項の期間の終期は、

当該吸収分割をする会社が受けた指定に係る同項の期間の末日を超えないものとする。 

３ 第１項に規定する場合における第15条及び前条の規定の適用については、第15条中「指

定管理者の指定を受けようとする」とあるのは「第18条第１項の規定による通知を受け

た」と、「、市規則で」とあるのは「、市長の」と、「その他市規則で」とあるのは「そ

の他市長が」と、前条中「第15条」とあるのは「次条第３項の規定により読み替えられ

た第15条」と、「内容を」とあるのは「内容が」と、「照らして総合的に考慮し、最も

適当であると認められる内容の」とあるのは「適合すると認めるときでなければ、」と、

「選定するものとする」とあるのは「選定してはならない」と、同条第２号中「最大限

に」とあるのは「十分に」と、同条第４号中「前３号」とあるのは「次条第３項の規定

により読み替えられた前３号」とする。 

（指定管理者の指定等の公告） 

第19条 市長は、指定管理予定者を指定管理者に指定したときは、その旨を公告するもの

とする。法第244条の２第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は市立駐車

場の管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも、同様とする。 

（業務の範囲） 

第20条 指定管理者が行う業務の範囲は、市立駐車場の構造及び設備の維持保全その他市

立駐車場の管理に関することとする。 

（施行の細目） 

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。 

附 則（昭和40年８月30日施行、告示第340号） 

この条例の施行期日は、市長が定める。 

附 則（昭和41年３月10日条例第８号、昭和41年11月１日施行、告示第426号） 

この条例の施行期日は、市長が定める。 

附 則（昭和46年３月25日条例第13号、昭和46年５月10日施行、告示第172号） 

この条例の施行期日は、市長が定める。 

附 則（昭和48年８月31日条例第17号、昭和48年６月７日施行、告示第310号） 

この条例の施行期日は、市長が定める。 

附 則（昭和49年４月１日条例第42号、昭和49年７月22日施行、告示第264号）抄 

この条例の施行期日は、市長が定める。 

附 則（昭和49年６月20日条例第58号、昭和49年７月30日施行、告示第404号） 

この条例の施行期日は、市長が定める。 

附 則（昭和52年４月１日条例第26号、昭和52年５月１日施行、告示第311号） 

この条例の施行期日は、市長が定める。 

附 則（昭和54年３月13日条例第15号、昭和54年６月１日施行、告示第321号） 

この条例の施行期日は、市長が定める。 

附 則（昭和63年４月１日条例第29号、昭和63年６月１日施行、告示第279号） 

この条例の施行期日は、市長が定める。 

附 則（昭和63年11月８日条例第51号）抄 

この条例は、昭和64年２月13日から施行する。 

附 則（平成元年４月１日条例第26号、平成元年４月１日施行、告示第230号） 

この条例の施行期日は、市長が定める。 
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附 則（平成４年４月１日条例第41号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成７年３月16日条例第25号、第１条の改正規定、第１条の次に１条を加

える改正規定及び第２条の改正規定、平成８年３月１日施行、告示第133号） 

この条例は、平成７年４月１日から施行する。ただし、第１条の改正規定、第１条の次

に１条を加える改正規定及び第２条の改正規定の施行期日は、市長が定める。 

附 則（平成９年４月１日条例第34号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成10年４月１日条例第30号、大阪市立本町地下駐車場に関する改正規定、

平成10年９月１日施行、告示第772号） 

この条例は、公布の日から施行する。ただし、大阪市立本町地下駐車場に関する改正規

定の施行期日は、市長が定める。 

附 則（平成11年３月17日条例第24号） 

この条例は、平成11年４月１日から施行する。 

附 則（平成13年４月１日条例第51号、平成13年10月１日施行、告示第1087号） 

この条例の施行期日は、市長が定める。ただし、第１条の２の改正規定は、公布の日か

ら施行する。 

附 則（平成17年10月19日条例第147号、附則ただし書に規定する改正規定を除く

その他の改正規定、平成18年４月１日施行、告示第329号） 

この条例の施行期日は、市長が定める。ただし、第８条の次に７条を加える改正規定（第

10条から第13条まで及び第14条前段に係る部分に限る。）は、公布の日から施行する。 

附 則（平成18年11月９日条例第96号、平成19年５月１日施行、告示第454号） 

この条例の施行期日は、市長が定める。 

附 則（平成21年９月18日条例第99号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成22年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の大阪市立駐車場条例（以下「改正後の条例」という。）第３

条第２項並びに第６条第３項及び第７項の承認並びにこれに関し必要な手続その他の行

為は、この条例の施行前においても、これらの規定並びに改正後の条例第３条第４項及

び第６条第８項の例により行うことができる。 

３ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前に市立駐車場に入庫した自動車（改

正後の条例第５条第１項に規定する自動車をいう。以下同じ。）に係る改正後の条例第

５条第２項の規定の適用については、同項中「引き続き」とあるのは「平成22年４月１

日以後引き続き」とする。 

４ この条例の施行の際現に大阪市立駐車場に自動車を駐車している者は、当該駐車に係

る駐車時間のうち施行日前の部分についてこの条例による改正前の大阪市立駐車場条例

（以下「改正前の条例」という。）第５条の規定による料金及び当該駐車に係る駐車時

間のうち施行日以後の部分について改正後の条例第６条の規定による利用料金を出庫の

際納付し、及び支払わなければならない。 

５ この条例の施行の際現に通用している改正前の条例第５条第２項の規定により発行さ

れた普通回数券及び定期駐車券は、普通回数券についてはその残余分に限り、定期駐車

券についてはその残余通用期間に限り、なお効力を有する。 

６ 改正後の条例第９条第１項及び第10条の規定は、施行日以後に発生した利用料金につ

いて適用し、施行日前に発生した料金については、なお従前の例による。 

附 則（平成23年２月18日条例第８号） 
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この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成25年12月２日条例第135号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成26年４月１日から施行する。 

（準備行為） 

２ 大阪市立扇町通地下駐車場、大阪市立大阪駅前地下駐車場、大阪市立安土町地下駐車

場、大阪市立谷町筋地下駐車場、大阪市立長堀通地下駐車場、大阪市立東長堀地下駐車

場、大阪市立東長堀バス駐車場、大阪市立靱地下駐車場、大阪市立長堀バス駐車場及び

大阪市立長居公園地下駐車場（以下「扇町通地下駐車場等」という。）に係るこの条例

による改正後の大阪市立駐車場条例（以下「改正後の条例」という。）第３条第２項の

規定による受付日及び受付時間の決定、改正後の条例第６条第３項及び第９項の規定に

よる利用料金の額の決定並びに改正後の条例第13条の指定並びにこれらに関し必要な手

続その他の行為は、この条例の施行前においても、改正後の条例第３条第２項及び第４

項、第６条第３項、第９項及び第10項、第13条から第17条まで並びに第19条前段の規定

の例により行うことができる。 

（扇町通地下駐車場等の指定管理予定者の選定手続の特例） 

３ 市長は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）から平成27年３月31日まで

の期間について扇町通地下駐車場等（大阪市立長居公園地下駐車場を除く。）の指定管

理者（改正後の条例第３条第２項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。）を指定し

ようとするとき及び施行日から平成28年３月31日までの期間について大阪市立長居公園

地下駐車場の指定管理者を指定しようとするときは、前項の規定によりその例によるこ

ととされる改正後の条例第14条の規定にかかわらず、扇町通地下駐車場等の管理を行お

うとする法人その他の団体（以下「法人等」という。）を指名し、当該法人等に対し、

その旨を通知するものとする。 

４ 前項に規定する場合における附則第２項の規定によりその例によることとされる改正

後の条例第15条及び第17条の規定の適用については、同項の規定によりその例によるこ

ととされる改正後の条例第15条中「指定管理者の指定を受けようとする」とあるのは「大

阪市立駐車場条例の一部を改正する条例（平成25年大阪市条例第135号。以下「改正条例」

という。）附則第３項の規定による通知を受けた」と、「、市規則で」とあるのは「、

市長の」と、「その他市規則で」とあるのは「その他市長が」と、同項の規定によりそ

の例によることとされる改正後の条例第17条中「第15条」とあるのは「改正条例附則第

４項の規定により読み替えられた第15条」と、「内容を」とあるのは「内容が」と、「照

らして総合的に考慮し、最も適当であると認められる内容の」とあるのは「適合すると

認めるときでなければ、」と、「選定するものとする」とあるのは「選定してはならな

い」と、同条第２号中「最大限に」とあるのは「十分に」と、同条第４号中「前３号」

とあるのは「改正条例附則第４項の規定により読み替えられた前３号」とする。 

附 則（平成26年３月４日条例第23号） 

この条例は、平成26年４月１日から施行する。 

別表（第７条関係） 

券面額 料金 

3,300円分 3,000円 

5,500円分 5,000円 

11,000円分 10,000円 
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○大阪市立駐車場条例施行規則 
昭和40年８月30日 

規則第98号 
改正 昭和41年10月26日規則第82号 

昭和43年２月29日規則第14号 
昭和45年７月１日規則第62号 
昭和46年５月６日規則第48号 
昭和46年６月５日規則第62号 
昭和48年４月26日規則第66号 
昭和48年５月31日規則第75号 
昭和48年８月23日規則第93号 
昭和49年７月30日規則第95号 
昭和50年５月29日規則第59号 
昭和52年４月30日規則第65号 
昭和54年５月31日規則第42号 
昭和57年４月１日規則第52号 
昭和58年４月１日規則第34号 
昭和59年４月１日規則第49号 
昭和60年１月31日規則第７号 
昭和63年４月１日規則第79号 
昭和63年５月６日規則第86号 
平成元年４月１日規則第47号 
平成３年８月１日規則第71号 
平成４年４月１日規則第70号 

平成４年10月15日規則第112号 
平成６年４月１日規則第62号 
平成８年２月29日規則第７号 
平成９年４月１日規則第51号 
平成９年５月８日規則第82号 
平成10年４月１日規則第47号 
平成10年６月18日規則第95号 
平成10年８月27日規則第106号 
平成11年４月１日規則第50号 
平成12年５月１日規則第129号 
平成12年12月26日規則第167号 
平成13年４月１日規則第68号 
平成13年９月28日規則第123号 
平成14年３月31日規則第73号 
平成14年５月31日規則第101号 
平成14年９月27日規則第129号 
平成15年２月28日規則第４号 
平成15年３月28日規則第33号 
平成16年３月31日規則第59号 
平成16年10月29日規則第123号 
平成17年９月29日規則第130号 
平成18年３月31日規則第132号 
平成18年11月24日規則第223号 
平成19年１月26日規則第11号 
平成19年４月27日規則第118号 
平成19年７月27日規則第167号 
平成20年１月11日規則第１号 
平成20年３月14日規則第14号 
平成20年７月11日規則第124号 
平成20年12月26日規則第195号 
平成21年３月６日規則第14号 
平成21年５月29日規則第97号 
平成22年３月29日規則第42号 
平成29年３月31日規則第50号 

大阪市立駐車場規則を公布する。 

大阪市立駐車場条例施行規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、大阪市立駐車場条例（昭和40年大阪市条例第63号。以下「条例」と

いう。）の施行について必要な事項を定めるものとする。 

（利用券の交付） 

第２条 条例第３条第２項に規定する指定管理者（以下「指定管理者」という。）は、条
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例第１条に規定する路外駐車場又は条例第２条に規定する自動車駐車場（以下「市立駐

車場」という。）に自動車（条例第５条第１項に規定する自動車をいう。以下同じ。）

を駐車する者（以下「使用者」という。）に対し、入庫の際利用券を交付しなければな

らない。ただし、大阪市立十三駐車場の使用者及び定期駐車券の発行を受けた使用者に

ついては、この限りでない。 

（長期駐車の届出） 

第３条 条例第５条第３項の規定により同条第２項の日数を超えて引き続き１の自動車を

市立駐車場に駐車しようとする者は、前条の規定により利用券の交付を受けた日（大阪

市立十三駐車場にあっては入庫の日）から６日以内に次に掲げる事項を指定管理者に届

け出なければならない。 

(1) 自動車を駐車しようとする者の氏名及び住所（法人にあっては、その名称、主たる

事務所の所在地及び代表者の氏名） 

(2) 自動車を駐車しようとする期間 

(3) 駐車しようとする自動車に係る道路運送車両法（昭和26年法律第185号）第９条に

規定する自動車登録番号若しくは同法第60条第１項に規定する車両番号又は大阪市市

税条例（平成29年大阪市条例第11号）第125条第１項又は第２項の規定により交付され

た標識に記載された番号 

(4) その他市立駐車場の管理上必要な事項として指定管理者が定める事項 

（不特定車用定期駐車券） 

第４条 指定管理者は、同時に15台分以上の定期駐車券を購入する者に（（特））を表示

した定期駐車券を発行し、当該定期駐車券により不特定の自動車を駐車させることがで

きる。 

２ 前項の規定による定期駐車券の発行を受けた使用者は、指定管理者が定める方法によ

り当該定期駐車券の使用による駐車であることを明示して、自動車を駐車しなければな

らない。 

（共通回数券の再発行） 

第５条 条例第７条第１項に規定する共通回数券（以下「共通回数券」という。）の発行

を受けた者は、共通回数券が磁気情報の不良等により使用することができなくなった場

合において、当該共通回数券の発売額を当該共通回数券の券面額で除して得た数に当該

共通回数券の券面額から当該共通回数券に表示された残額を減じて得た額を乗じて得た

額（その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。）を納付したときは、

当該共通回数券の券面額と同額の券面額の共通回数券の再発行を受けることができる。 

（料金の減免） 

第６条 条例第８条第２項の市規則で定める者は、「療育手帳制度について」（昭和48年

９月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知）別紙「療育手帳制度要綱」の定めるとこ

ろによる療育手帳（以下「療育手帳」という。）の交付を受けている者（保護者が療育

手帳の交付を受けている場合にあっては、本人）とする。 

２ 条例第８条第２項の規定により一時駐車料金の減額を受けようとする者は、一時駐車

料金を納付する際、同項に規定する身体障害者手帳若しくは精神障害者保健福祉手帳又

は療育手帳その他これらに相当するものとして市長が認めるものを提示しなければなら

ない。 

（利用料金の還付） 

第７条 条例第９条第１項第１号に該当することにより既納の定期駐車券の料金を還付す

る場合の当該還付に係る金額は、当該定期駐車券の料金の額を当該定期駐車券の通用期

間の月数で除して得た額（その額に10円未満の端数があるときは、これを切り上げる。）

に当該定期駐車券の残余通用期間の月数（その月数に１月未満の端数があるときは、こ

れを切り捨てる。）を乗じて得た額（当該額が当該定期駐車券の料金の額を超える場合

にあっては、当該料金の額）とする。 

２ 条例第９条第１項第２号に該当することにより既納の定期駐車券の料金を還付する場

合の当該還付に係る金額は、同号に該当することとなった事情を勘案して市長が定める

額とする。 

（指定申請の公告事項） 
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第８条 条例第14条第５号の市規則で定める事項は、次のとおりとする。 

(1) 指定管理者の指定の申請（以下「指定申請」という。）を受け付ける期間（以下「受

付期間」という。） 

(2) 指定申請に必要な書類 

(3) 条例第16条各号のいずれかに該当する法人等（法人その他の団体をいう。以下同じ。）

のした指定申請は、無効とする旨 

（指定申請の方法） 

第９条 指定管理者の指定を受けようとする法人等は、所定の指定管理者指定申請書に法

人等の名称、主たる事務所の所在地、代表者の氏名並びに担当者の氏名及び連絡先を記

載して、受付期間内にこれを市長に提出しなければならない。 

２ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

(1) 定款又は寄附行為及び登記事項証明書（法人以外の団体にあっては、これらに相当

する書類） 

(2) 役員（法人でない団体で代表者又は管理人の定めがあるものの代表者又は管理人を

含む。）の名簿及び履歴書 

(3) 指定申請の日の属する事業年度の前３事業年度における次に掲げる書類（法人以外

の団体にあっては、これらに相当する書類）。ただし、指定申請の日の属する事業年

度に設立された法人等にあっては、その設立時におけるアに掲げる書類又は財産目録

（法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類）とする。 

ア 貸借対照表 

イ 損益計算書（これに相当する書類を含む。） 

ウ ア及びイに掲げる書類の監査に係る報告書 

(4) 指定申請の日の属する事業年度における事業計画書及び収支予算書（法人以外の団

体にあっては、これらに相当する書類） 

(5) 組織及び運営に関する事項を記載した書類 

(6) 指定申請に関する意思の決定を証する書類 

(7) 条例第16条各号のいずれにも該当しないことを信じさせるに足る書類 

(8) 指定管理者の指定を行おうとする期間に属する各年度ごとの市立駐車場の管理に関

する事業計画書及び収支予算書 

(9) 市立駐車場の管理の業務を安定的に行うことができることを示す書類 

（資料の提出の要求等） 

第10条 市長は、条例第17条の規定により指定管理者の指定を受けるべきものを選定する

ため必要があると認めるときは、指定申請をした法人等に対し、必要な資料の提出及び

説明を求めることができる。 

（事業報告書の記載事項等） 

第11条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第７項の事業報告書（以下「事

業報告書」という。）には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 

(1) 指定管理者の名称、主たる事務所の所在地、代表者の氏名並びに担当者の氏名及び

連絡先 

(2) 年度の区分。ただし、指定管理者の指定を受けた期間が当該年度の一部の期間であ

るときは、当該期間を併せて記載すること 

(3) 市立駐車場の管理の業務の実施状況 

(4) 市立駐車場の利用台数その他の利用状況 

(5) 市立駐車場の管理に要した経費等の収支の状況 

(6) その他市長が必要と認める事項 

２ 指定管理者は、毎年度終了後（地方自治法第244条の２第11項の規定により指定管理者

の指定の取消しを受けた場合にあっては、当該取消しの日後）２月以内に市長に事業報

告書を提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由により当該２月以内に事業

報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ市長の承認を得て当該提出を

延期することができる。 

（利用券を紛失した場合の手続） 

第12条 使用者が市立駐車場の利用券を紛失したときは、直ちに所定の届書に入庫日時そ
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の他必要な事項を記入して、指定管理者に提出しなければならない。 

２ 指定管理者は、前項の届書の提出があったときは、運転免許証その他の証拠書類及び

証拠物件により確認した上、当該自動車を出庫させることができる。 

（共通回数券の様式） 

第13条 共通回数券の様式は、別記様式のとおりとする。 

（施行の細目） 

第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、建設局長が定める。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和41年10月26日規則第82号） 

この規則は、昭和41年11月１日から施行する。 

附 則（昭和43年２月29日規則第14号） 

この規則は、昭和43年３月１日から施行する。 

附 則（昭和45年７月１日規則第62号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和46年５月６日規則第48号） 

この規則は、昭和46年５月10日から施行する。 

附 則（昭和46年６月５日規則第62号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和48年４月26日規則第66号） 

この規則は、昭和48年５月１日から施行する。 

附 則（昭和48年５月31日規則第75号） 

この規則は、昭和48年６月７日から施行する。 

附 則（昭和48年８月23日規則第93号） 

この規則は、昭和48年８月27日から施行する。 

附 則（昭和49年７月30日規則第95号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和50年５月29日規則第59号） 

この規則は、昭和50年６月１日から施行する。 

附 則（昭和52年４月30日規則第65号） 

この規則は、昭和52年５月１日から施行する。 

附 則（昭和54年５月31日規則第42号） 

１ この規則は、昭和54年６月１日から施行する。 

２ この規則の施行の際、現に通用している回数券及び定期駐車券は、回数券については

その残余券に限り、定期駐車券についてはその残余通用期間に限り、なお、効力を有す

る。 

附 則（昭和57年４月１日規則第52号） 

１ この規則は、昭和57年６月１日から施行する。 

２ この規則の施行の際、現に通用している定期駐車券については、その残余通用期間に

限り、なお、効力を有する。 

附 則（昭和58年４月１日規則第34号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和59年４月１日規則第49号） 

１ この規則は、昭和59年６月１日から施行する。 

２ この規則の施行の際、現に通用している定期駐車券については、その残余通用期間に

限り、なお効力を有する。 

附 則（昭和60年１月31日規則第７号） 

１ この規則は、昭和60年２月１日から施行する。 

２ この規則の施行の際、現に通用している回数券については、その残余券に限り、なお

効力を有する。 

附 則（昭和63年４月１日規則第79号） 

この規則は、公布の日から施行する。 
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附 則（昭和63年５月６日規則第86号） 

１ この規則は、昭和63年６月１日から施行する。 

２ この規則の施行の際、現に通用している定期駐車券については、その残余通用期間に

限り、なお効力を有する。 

附 則（平成元年４月１日規則第47号） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ この規則の施行の際、現に通用している回数券及び定期駐車券は、回数券については

その残余券に限り、定期駐車券についてはその残余通用期間に限り、なお効力を有する。 

附 則（平成３年８月１日規則第71号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成４年４月１日規則第70号） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ この規則の施行の際、現に通用している回数券及び定期駐車券は、回数券については

その残余券に限り、定期駐車券についてはその残余通用期間に限り、なお効力を有する。 

附 則（平成４年10月15日規則第112号） 

この規則は、平成４年10月19日から施行する。 

附 則（平成６年４月１日規則第62号） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ この規則の施行の際、現に通用している定期駐車券については、その残余通用期間に

限り、なお効力を有する。 

附 則（平成８年２月29日規則第７号） 

この規則は、平成８年３月１日から施行する。 

附 則（平成９年４月１日規則第51号） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ この規則の施行の際、現に通用している利用券、回数券及び定期駐車券は、利用券に

ついては使用中のものに限り、回数券についてはその残余券に限り、定期駐車券につい

てはその残余通用期間に限り、なお効力を有する。 

附 則（平成９年５月８日規則第82号） 

この規則は、平成９年５月21日から施行する。 

附 則（平成10年４月１日規則第47号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成10年６月18日規則第95号） 

この規則は、平成10年６月19日から施行する。 

附 則（平成10年８月27日規則第106号） 

この規則は、平成10年９月１日から施行する。 

附 則（平成11年４月１日規則第50号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成12年５月１日規則第129号） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ この規則の施行の際、現に通用している共通回数券は、その残額に限り、なお効力を

有する。 

附 則（平成12年12月26日規則第167号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成13年４月１日規則第68号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成13年９月28日規則第123号） 

１ この規則は、平成13年10月１日から施行する。 

２ この規則による改正後の大阪市立駐車場規則第７条及び別表第２の規定は、平成13年

10月１日の駐車場の入庫及び出庫の受付を開始する時間（以下「受付開始時間」という。）

以後の駐車に係る駐車料金について適用し、受付開始時間前の駐車に係る駐車料金につ

いては、なお従前の例による。 

附 則（平成14年３月31日規則第73号） 



6/8 

この規則は、平成14年４月１日から施行する。 

附 則（平成14年５月31日規則第101号） 

１ この規則は、平成14年６月１日から施行する。 

２ この規則による改正後の大阪市立駐車場規則の規定は、この規則の施行の日以後の駐

車について適用し、同日前の駐車については、なお従前の例による。 

附 則（平成14年９月27日規則第129号） 

この規則は、平成14年10月１日から施行する。 

附 則（平成15年２月28日規則第４号） 

この規則は、平成15年３月１日から施行する。 

附 則（平成15年３月28日規則第33号） 

この規則は、平成15年４月１日から施行する。 

附 則（平成16年３月31日規則第59号） 

１ この規則は、平成16年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行の際、現に行われている西横堀駐車場、法円坂駐車場、豊崎地下駐車

場又は本町地下駐車場における駐車に係る一時駐車料金の額は、当該駐車に係る駐車時

間（この規則による改正後の大阪市立駐車場規則（以下「改正後の規則」という。）第

４条第４項に規定する駐車時間をいう。以下同じ。）のうちこの規則の施行の日（以下

「施行日」という。）前の部分についてこの規則による改正前の大阪市立駐車場規則別

表第１及び別表第２の規定の例により算出した額並びに当該駐車に係る駐車時間のうち

施行日以後の部分について改正後の規則別表第１及び別表第２の規定の例により算出し

た額の合計額とする。 

附 則（平成16年10月29日規則第123号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成16年11月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の日（以下「施行日」という。）におけるこの規則による改正後の大

阪市立駐車場規則（以下「改正後の規則」という。）別表第１の規定の適用については、

同表西横堀駐車場Aの項中「午前０時」とあるのは「午前８時」とする。 

３ この規則の施行の際、現に行われている改正後の規則別表第２ア西横堀駐車場Aの区分

における駐車に係る一時駐車料金の額は、当該駐車に係る駐車時間（改正後の規則第４

条第４項に規定する駐車時間をいう。以下同じ。）のうち施行日前の部分についてこの

規則による改正前の大阪市立駐車場規則別表第２の規定の例により算出した額及び当該

駐車に係る駐車時間のうち施行日以後の部分について改正後の規則別表第２の規定の例

により算出した額の合計額とする。 

附 則（平成17年９月29日規則第130号） 

この規則は、平成17年10月１日から施行する。 

附 則（平成18年３月31日規則第132号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成18年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現に通用している回数券及び定期駐車券は、回数券についてはそ

の残余分に限り、定期駐車券についてはその残余通用期間に限り、なお効力を有する。 

３ この規則の施行の日（以下「施行日」という。）における次の各号に掲げる駐車場の

受付時間は、この規則による改正後の大阪市立駐車場条例施行規則（以下「改正後の規

則」という。）別表第１の規定にかかわらず、当該各号に定めるとおりとする。 

(1) 大阪市立西横堀駐車場（この規則による改正前の大阪市立駐車場規則（以下「改正

前の規則」という。）別表第１のBの区分の部分に限る。）及び大阪市立本町地下駐車

場 午前８時から午後12時まで 

(2) 大阪市立新大阪駅南駐車場 午前６時から午後12時まで 

(3) 大阪市立法円坂駐車場（改正後の規則別表第１のAの区分の部分に限る。） 午前７

時から午後12時まで 

４ この規則の施行の際現に行われている駐車に係る一時駐車料金の額は、当該駐車に係



7/8 

る駐車時間（改正後の規則第５条第４項に規定する駐車時間をいう。以下同じ。）のう

ち施行日前の部分について改正前の規則別表第２の規定の例により算出した額及び当該

駐車に係る駐車時間のうち施行日以後の部分について前項の規定の適用がないものとし

て改正後の規則別表第２の規定の例により算出した額の合計額とする。 

（大阪市立駐車場の指定管理者の指定手続に関する規則の廃止） 

５ 大阪市立駐車場の指定管理者の指定手続に関する規則（平成17年大阪市規則第171号）

は、廃止する。 

附 則（平成18年11月24日規則第223号） 

１ この規則は、平成18年12月１日から施行する。 

２ この規則による改正後の大阪市立駐車場条例施行規則の規定は、この規則の施行の日

以後の出庫に係る駐車について適用し、同日前の出庫に係る駐車については、なお従前

の例による。 

附 則（平成19年１月26日規則第11号） 

１ この規則は、平成19年２月１日から施行する。 

２ この規則の施行の際現に通用している利用券及び定期駐車券は、利用券については使

用中のものに限り、定期駐車券についてはその残余通用期間に限り、なお効力を有する。 

附 則（平成19年４月27日規則第118号） 

１ この規則は、平成19年５月１日から施行する。 

２ この規則の施行の日における大阪市立新大阪駅南第２駐車場の受付時間は、この規則

による改正後の大阪市立駐車場条例施行規則別表第１の規定にかかわらず、午前８時か

ら午後12時までとする。 

附 則（平成19年７月27日規則第167号） 

１ この規則は、平成19年８月10日から施行する。 

２ この規則の施行の際現に行われている大阪市立西横堀駐車場における駐車に係る一時

駐車料金の額は、当該駐車に係る駐車時間のうちこの規則の施行の日前の部分について

この規則による改正前の大阪市立駐車場条例施行規則別表第２の規定の例により算出し

た額及び当該駐車に係る駐車時間のうち同日以後の部分について改正後の規則別表第２

の規定の例により算出した額の合計額とする。 

附 則（平成20年１月11日規則第１号） 

１ この規則は、平成20年１月15日から施行する。 

２ この規則の施行の際、現に通用している利用券、回数券及び定期駐車券は、利用券に

ついては使用中のものに限り、回数券についてはその残余券に限り、定期駐車券につい

てはその残余通用期間に限り、なお効力を有する。 

附 則（平成20年３月14日規則第14号） 

１ この規則は、平成20年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行の際現に通用している回数券については、その残余分に限り、なお効

力を有する。 

３ この規則の施行の際現に行われている大阪市立十三駐車場における駐車に係る一時駐

車料金の額は、当該駐車に係る駐車時間のうちこの規則の施行の日前の部分についてこ

の規則による改正前の大阪市立駐車場条例施行規則別表第２の規定により算出した額及

び当該駐車に係る駐車時間のうち同日以後の部分についてこの規則による改正後の大阪

市立駐車場条例施行規則別表第２の規定により算出した額の合計額とする。 

附 則（平成20年７月11日規則第124号） 

この規則は、平成20年７月14日から施行する。 

附 則（平成20年12月26日規則第195号） 

１ この規則は、平成21年１月１日から施行する。ただし、別表第２の改正規定は、平成

21年１月７日から施行する。 

２ 別表第２の改正規定の施行の際現に行われている大阪市立新大阪駅南第２駐車場にお

ける駐車に係る一時駐車料金の額は、当該駐車に係る駐車時間のうち当該改正規定の施

行の日前の部分についてこの規則による改正前の大阪市立駐車場条例施行規則別表第２

の規定により算出した額及び当該駐車に係る駐車時間のうち同日以後の部分についてこ

の規則による改正後の大阪市立駐車場条例施行規則別表第２の規定により算出した額の
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合計額とする。 

附 則（平成21年３月６日規則第14号） 

１ この規則は、平成21年３月15日から施行する。 

２ この規則の施行の際現に通用している利用券、回数券及び定期駐車券は、利用券につ

いては使用中のものに限り、回数券についてはその残余分に限り、定期駐車券について

はその残余通用期間に限り、なお効力を有する。 

附 則（平成21年５月29日規則第97号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成21年６月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現に通用している回数券については、その残余分に限り、なお効

力を有する。 

３ この規則の施行の際現に行われている大阪市立西横堀駐車場及び大阪市立十三駐車場

における駐車に係る一時駐車料金の額は、当該駐車に係る駐車時間のうちこの規則の施

行の日前の部分についてこの規則による改正前の大阪市立駐車場条例施行規則別表第２

の規定により算出した額及び当該駐車に係る駐車時間のうち同日以後の部分についてこ

の規則による改正後の大阪市立駐車場条例施行規則別表第２の規定により算出した額の

合計額とする。 

附 則（平成22年３月29日規則第42号） 

この規則は、平成22年４月１日から施行する。 

附 則（平成29年３月31日規則第50号） 

この規則は、平成29年４月１日から施行する。 

別記様式 

   


